
【前文比較表】
項目 川崎市 静岡市 豊田市 札幌市

条例名称 自治基本条例 自治基本条例 まちづくり基本条例 自治基本条例

施行日 平成17年4月1日 平成17年4月1日 平成17年10月1日 平成19年4月1日

まちの歴史，
文化，環境や
自治の取組

私たちのまち川崎市は、多摩川や多摩丘陵の自然
に恵まれ、我が国産業を支える拠点を擁した多様な
顔を持つ都市として、公害や急速な都市化の進行へ
の対応など、高度成長期の大都市が抱えた課題の
克服に、全市民の英知を結集しながらその歩みを進
めてきました。

静岡市は、北は南アルプスの雄大な山々が連なり、
南は穏やかな駿河湾に臨み、東に霊峰富士を仰ぐな
ど、豊かな自然と温暖な気候に恵まれた快適な環境
を有しているとともに、今川氏、徳川氏の時代から政
治、経済、文化及び交通の要所として国内外の拠点
都市という役割を担い、重みある歴史と伝統とともに
発展してきました。
このまちには、先人たちが人と人とのつながりを大切
にしながらはぐくんだほのぼのとした心豊かなまちと
いう、これまでの大都市とは趣の異なる特色が備わっ
ており、また大切な財産として受け継がれています。

わたくしたちのまち豊田市は、これまで培ってきたか
けがえのない多様な地域性を生かし合いながら、都
市と農山村とが共生するまちづくりを進めています。

私たちのまち札幌は、北の大地に、自然の恵みととも
に暮らしてきた人たちと、日本各地から移り住んでき
た人たちとが、それぞれの伝統と文化を紡ぎ、はぐく
みながら、外国の先進の英知も取り入れて、北方圏
の拠点都市として飛躍的な発展を遂げてきました。
「わたしたちは、時計台の鐘がなる札幌の市民です」
とうたい出される札幌市民憲章は、こうした札幌の歴
史と風土そして自然環境を誇りとし、昭和３８年に市
民の総意として制定され、永く市民の心のよりどころと
なっています。
私たちには、この気高い市民憲章を札幌の心としな
がら、先人の築いたまちを、更に良いまちにして未来
の世代に継承していく責任があります。

上記を発展さ
せた新たな自
治のかたちや
まちのあるべ
き姿

　今、成長と拡大を基調としてきた社会の仕組みや制
度の再構築が求められ、少子高齢社会への対応や
地球環境への配慮が求められる中で、改めて暮らし
やすい地域社会とは何か、自治とは何か、市民と自
治体の関係や自治体と国の関係はどうあるべきかが
問われています。

私たちは、このまちを心から愛しており、誇りにも思っ
ています。そして私たちは、このまちの豊かな風土を
大切に守り育てつつ、高度な都市機能と融合させる
ことによって、より一層心豊かで快適に暮らせる生活
環境と安心して活動できる安全な地域社会を築き上
げ、未来を担う子供たちへ引き継がなければなりませ
ん。

このまちで、わたくしたちは、豊田市民の誓いをみち
しるべとしながら、共に学び、共に働き、安心して豊
かに暮らしたいと願っています。

私たちは、平和を愛し互いを尊び、多様な価値観を
認め合って、すべての市民が平穏な暮らしの中で自
己実現できる札幌でありたいという、一人一人の札幌
への思いが、世界の人々が思い描く理想と響き合うこ
とを願っています。

その実現には
市民の主体性
や参加ととも
に自治の関係
者の協働が重
要であること

私たち市民は、私たち自身が、このような地域社会の
抱える課題を解決する主体であることを改めて確認
するとともに、信託した市政が、私たちの意思を反映
して行われるよう、その運営に主体的に参加し、ま
た、国や神奈川県と対等な立場で相互協力の関係
に立って、自律的運営を図り、自治体としての自立を
確保する必要があります。

そのためには、地域のことは、地域で考え、地域で実
行するという地域主権の精神に基づき、私たちが自ら
考え、自らの責任の下に自ら行動して、この地域の
個性や財産を生かした市民自治によるまちづくりを行
うことが必要です。

そして、自らの権利と責務を重く受け止め、多様な人
の縁と地域の絆を大切にして力を寄せ合い、まちづく
りのために自ら主体となって選択し行動することによ
り、大都市でありながら一人一人の思いや声が調和
の中で生かされる、市民自治を実感できるまち札幌
を目指します。

自治基本条例
を制定する意
義や決意

　こうした市民自治の基本理念を確認し、情報共有、
参加及び協働を自治運営の基本原則として、行政運
営、区の在り方、自治に関する制度等の基本を定
め、市民自治を確立するため、ここに川崎市自治基
本条例を制定します。
　そして、私たち市民は、人類共通の願いである恒久
平和と持続可能な社会が広く世界に築かれることを
希求し、川崎市民としての誇りを持ち、一人ひとりの
人権が尊重される「活力とうるおいのある市民都市・
川崎」の創造を目指します。

そこで、主権者である私たちは、まちづくりの主体で
あることを強く自覚し、自立した市民として、私たち自
身で、又は私たちが信託した市議会と市の執行機関
と協働して、私たちとこのまちを共に成長させながら、
世界に誇れる自立した静岡市を創造することを誓
い、ここに静岡市のまちづくりにおける最高規範とし
て、この条例を制定します。

これからも、子どもから高齢者までのだれもがまちづく
りの担い手となって、共働によるまちづくりを推進し、
自立した地域社会の実現を目指すことを自治の基本
理念におき、ここに豊田市まちづくり基本条例を制定
します。

そこで、私たちは、まちづくりの担い手である市民と議
会、行政の役割や関係を明らかにし、私たちのまちを
私たちみんなの手で築いていくために、まちづくりの
最高規範として、ここに札幌市自治基本条例を制定
します。
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項目

条例名称

施行日

まちの歴史，
文化，環境や
自治の取組

上記を発展さ
せた新たな自
治のかたちや
まちのあるべ
き姿

その実現には
市民の主体性
や参加ととも
に自治の関係
者の協働が重
要であること

自治基本条例
を制定する意
義や決意

新潟市 岐阜市 大和市 太田市

自治基本条例 住民自治基本条例 自治基本条例 まちづくり基本条例

平成20年2月22日 平成19年4月1日 平成17年4月1日 平成18年4月1日

信濃，阿賀野の流れが日本海に注ぎ，ゆったりと広
がる田園や里山，水辺に水鳥たちが舞い，夕日の美
しいまち，新潟。
恵まれた自然や環境に加え，高い拠点性と都市機能
を併せ持ち，世界に開かれた開港五港の一つ，新
潟。これが，私たちの暮らしているまち。
私たちは，先人たちが編んだ歴史に大きな誇りを感
じています。この地では農民自らが開田を主導し，み
なとでは町人自らがまちを経営してきました。
自主と自治の精神から多様な文化と風土が育はぐく
まれ，個性的な地域の発展を成し遂げてきました。こ
れが，私たちの築いてきたまち，新潟。
私たちは，今，本州日本海側で初の政令指定都市
新潟を船出させました。田園とみなとまちが恵み合
い，世界の人々と英知が集まる交流都市を目指し
て，私たちの航海は，たゆみなく続きます。

日本のほぼ真ん中に位置し、古来、美濃を制するも
のは天下を制すると称された要衝の地、岐阜。歴史と
文化が息づき、長良川や金華山などの豊かな自然に
恵まれた私たちのまちは、先人のたゆまぬ努力に
よって、県都としての都市機能を培ってきました。
私たちは、ここに集い、生まれ、育ち、暮らし、学び、
働き、命を育んでいます。

大和市の市民、市議会及び市長は、これまでそれぞ
れの立場で理想を追求することで、地域社会の発展
に努めてきました。

太田市は、歴史に名を残す先人はもとより、そこに住
む人びとの活力と英知によって育はぐくまれてきまし
た。各地に人権意識の高い先達が存在したこともわ
たしたちの誇りです。

私たちは，世界との交流を深め，互いの価値を認め
合いながら，多様な文化と知恵を導き入れ，地域と世
界にとって有為の人材を育てます。日本海の平和に
貢献し，一人ひとりの人権が大切にされる，新潟。こ
れが，私たちの目指しているまち。
私たちは，先人から受け継いだ自主と自立の精神風
土をいかし，新潟の地から地域主権の流れを大きくし
て，国，県と相互協力の関係を築きます。その土台の
上で，地域の歴史と文化をいかした，個性的な，真に
自立度の高いまちづくりを進めます。これが，私たち
の誇りとなるまち，新潟。
私たちは，地域のことは自らが考え，自らが行動する
という，分権型の政令指定都市をつくります。そこで
は，市民が主体的にまちづくりに参画し，共助と協働
の輪を広げて，安心して暮らせる社会，持続可能な
市民自治の仕組みを自らの力でつくり上げていきま
す。これが，私たちのつくり出すまち，新潟。

このまちで人生を織り成す私たち一人ひとりが、まち
に歴史を刻む主役です。先人から受け継いだまちを
守り、育て、地域力を高め、誰もが安心して暮らすこ
とのできる住み良いまちにして、次の世代へと引き継
いでいかなくてはなりません。

２１世紀を迎えた今日、先人が積み重ねてきた歴史、
培ってきた文化、守り育ててきたかけがえのない自然
などの貴重な財産を次世代に引き継ぎ、多様で個性
豊かな地域社会を実現していくためには、自治の担
い手である私たち市民、市議会及び市長は、英知を
結集し、役割を分担し、それぞれの責任を果たし、そ
して協力していかなければなり
ません。

わたしたちは、太田市の歴史と文化を財産として引き
継ぐとともに、多くの国の文化と共生する地域の特性
を生かしながら、人と自然環境と産業が調和した、だ
れもが暮らしやすいまち、誇りのもてるまちをつくるこ
とをめざします。

かつてないまちをつくるため，私たちは，培われてき
た地域の絆きずなを大切にし，市全体の一体感を保
ちながら，地域の独自性や地域コミュニティの自立性
を尊重した自治を推進し，それぞれの役割を果たし
ます。

そのためには、私たち市民自らが、まちづくりの主権
者として、ともに力を合わせていくことが重要です。こ
こに住民自治の原点があります。
私たちは、人と人のふれあいと多様な個性に満ちた
地域を大切にするとともに、市政に参画し、あるいは
市民活動を通じて、協働のまちづくりを進めます。

そのために、日本国憲法で保障された地方自治の本
旨にのっとり、市民とその信託を受けた市議会、市長
との間で、将来にわたり共有すべき考え方や自治を
実現していくための仕組みを自ら定めることが必要で
す。

子どもからお年よりまで一人ひとりがまちづくりの主役
であり、担い手です。

このような考えの下，市民自治の基本となる条例とし
て，ここに新潟市自治基本条例を制定します。私た
ちの愛するまち，新潟を，未来へとつなげていくため
に。

一人ひとりの人権が尊重され、誰もが郷土への誇りを
胸に抱き、より良い公共をみんなで育て上げる住民
自治が保障された社会を実現し、もって市民の福祉
の向上と持続可能なまちを築くため、私たちは今、こ
こに岐阜市住民自治基本条例を制定します。

「大きく和する」という願いをその名に込めた大和市で
は、市民一人ひとりが個人として尊重されること及び
自らの意思と責任に基づいて自己決定することを自
治の基本理念とし、安全で安心して暮らせる社会の
実現に向けて努力を重ねていかなければなりませ
ん。
ここに私たちは、大和市における自治の基本理念を
共有し、自治の更なる進展のために自治基本条例を
制定します。

わたしたちは、自らの責任を自覚し、参画と協働のま
ちづくりをすすめるために、この条例を制定します。
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項目

条例名称

施行日

まちの歴史，
文化，環境や
自治の取組

上記を発展さ
せた新たな自
治のかたちや
まちのあるべ
き姿

その実現には
市民の主体性
や参加ととも
に自治の関係
者の協働が重
要であること

自治基本条例
を制定する意
義や決意

平塚市 三鷹市 帯広市 さぬき市

自治基本条例 自治基本条例 まちづくり基本条例 まちづくり基本条例

平成18年10月1日 平成18年4月1日 平成19年4月1日 平成17年4月1日

私たちのまち平塚は、温暖な気候と豊かな自然に恵
まれ、先人の英知と努力により、平和で活力に満ちた
住みよいまちとして発展してきました。

②三鷹市は、文人たちも愛した緑と水の豊かなまち
であり、これまでの歩みの中でも市民生活の向上に
積極的に取り組むなど、常に先駆的なまちづくりを進
めてきた。

帯広市は、先住民族であるアイヌの人たちが自然と
共生して暮らす大地に、高い志をもった民間の開拓
団・晩成社をはじめ、さまざまな地域から入植した
人々が、苦難を乗りこえ、北海道東部の平原に築い
た都市です。
農業を基幹産業とする十勝平野の中央部にあって、
産業・経済、教育・文化、行政、交通などが集積する
中核都市として発展してきています。
私たちは、風土によって培われてきた、おおらかな気
風や進取の精神、歴史や文化に誇りをもち、先人か
ら受け継いだ澄みきった青空、豊かな緑、きれいな水
を守り、地域のかけがえのない財産として、未来に引
き継いでいかなければなりません。

さぬき市は、瀬戸内の穏やかな風土にはぐくまれ、多
島美を誇る瀬戸内海とそれを見下ろす讃岐山脈の裾
野に緑豊かな田園地帯が広がり、四季折々の実りに
恵まれた自然環境と古くから四国遍路を支えたお接
待の心を受け継いだ、うるおいとやすらぎあふれるま
ちです。

しかしながら、地方分権の進展や少子高齢・人口減
少社会の到来など、成長と拡大を基調とした社会構
造そのものが転換期を迎えた今日、私たち市民に
は、恒久平和の実現と基本的人権の尊重を基に、先
人が守り育てた文化や自然などの地域財産をいかし
ながら、市政への参加と議会及び行政との協働によ
り、市民が幸せに暮らすことのできる新たなまちづくり
が求められています。

①主権者である市民の信託に基づく三鷹市政は、参
加と協働を基本とし、市民のために行われるものでな
ければならない。
市民にとって最も身近な政府である三鷹市は、市民
の期待に応え、市民のためのまちづくりを進めるとと
もに、まちづくりを担う多くの人々が、参加し、助け合
い、そして共に責任を担い合う協働のまちづくりを進
めることを基調とし、魅力と個性のあふれるまち三鷹
を創ることを目指すものである。

今日、経済の発展、地方分権の進展などにより、地
域社会は大きく変化しています。
これからの社会においては、誰もが住みよい、活力に
あふれ、個性と魅力のある、安全安心で快適なまち
づくりをめざし、地域の意思と責任に基づく、主体的
なまちづくりをすすめていかなければなりません。

かつて、５つの町だったさぬき市は、それぞれが培っ
てきた歴史や文化などの特色を生かしつつ、今まで
以上に「住みやすい」、「ずっと住み続けたい」と思え
るまちづくりを目指します。

そのために、私たち市民は、まちづくりの主役として、
地域を超え、世代を超えて、互いに力を合わせ、未
来へとつなげるまちづくりを進めていかなければなり
ません。

こうした認識のもと、私たち市民は、自治の基本理念
とまちづくりの指針を明らかにし、市民、議会及び行
政の役割など、自治の基本を定める規範として、ここ
に、平塚市自治基本条例を制定します。

③私たち市民は、郷土三鷹を愛し、自然と文化、歴
史を大切にし、誇りに思える地域社会を築くとともに、
世界平和への寄与、基本的人権の尊重、協働とコ
ミュニティに根ざした市民自治を確かなものとし、日
本国憲法に掲げる地方自治の本旨をこの三鷹にお
いて実現するために、三鷹市の最高規範として、ここ
にこの条例を制定する。

そのため、互いに支えあう心を呼び起こし、夢と希望
を持ち、市民と市が力を合わせて協働のまちづくりを
すすめ、豊かな地域社会の実現をめざすため、この
条例を制定します。

私たちは、自立する都市をめざして市民と行政の協
働体制を築き、市民が主体となるまちづくりを進める
ために、この条例を制定するものです。
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項目

条例名称

施行日

まちの歴史，
文化，環境や
自治の取組

上記を発展さ
せた新たな自
治のかたちや
まちのあるべ
き姿

その実現には
市民の主体性
や参加ととも
に自治の関係
者の協働が重
要であること

自治基本条例
を制定する意
義や決意

善通寺市 丸亀市 四日市市 吹田市

自治基本条例 自治基本条例 市民自治基本条例 自治基本条例

平成17年10月1日 平成18年10月1日 平成17年9月1日 平成19年1月1日

自然豊かな五岳の山々に囲まれ，温暖でのどかな風
土に恵まれたわがまち善通寺は，偉大なる高僧弘法
大師空海の誕生地として名高い歴史と伝統が息づく
まちです。

丸亀市は、讃岐平野の中央に位置し、飯野山、土器
川とその周りに広がる田園は、讃岐の山並みへと続
き、穏やかな瀬戸内海には島々が点在しておりま
す。温暖な気候風土は、産業を振興させ、人々の暮
らしを豊かにし、まちを発展させるとともに、丸亀城を
始めとする歴史遺産や伝統、文化を育んできました。

私たちのまち四日市は、鈴鹿山脈や伊勢湾などの素
晴しい自然に恵まれ、宿場町として、また古くから
「市」が開かれたまちとして栄えてきました。現在で
は、世界に開かれた四日市港を基盤として石油化学
コンビナートや各種産業が集積しており、万古焼、お
茶、そうめんなどの地場産業とあわせて盛んな生産
活動が行われる活気あふれる都市としてさらに発展
しています。

吹田市は、人類共通の願いである恒久平和を希求
し、市民の健康と福祉の向上を基本として、個人の尊
厳と自由が尊重され、安心して住み続けることができ
るまちの実現に向け、市民とともに市政を進めてきま
した。全国に先駆けて、循環型社会への移行を進
め、子どもや高齢者を支える福祉を推進するととも
に、コミュニティの振興を図り、都市文化を育んできま
した。こうした施策は、市民と市との信頼と協力があっ
てこそ実現したものであり、また、市民の自主的な活
動は、吹田のまちを築く大きな原動力となってきまし
た。

　このやすらぎと文化の香りに満ちた善通寺は，わた
したち市民自身が自ら守り，そして築きあげていくべ
きものです。わたしたちは，誰もが安心して安全に暮
らせるまちをつくるため，主役となり，責任を持ってま
ちづくりに取り組まなければなりません。

私たち丸亀市民は、ふるさとに深い愛着を抱いてお
り、先人たちが守り続けてきた、豊かな自然や育まれ
た産業、培われてきた歴史や伝統、文化を受け継
ぎ、次世代に引き継いでいかなければなりません。

本市は、長らく国の指導のもとに画一的行政運営を
行ってきましたが、既にこれまでの行政運営の限界
が明らかとなってきています。本来、四日市のことは
私たち自らが責任を持って決定するものでなければ
なりません。そこでは、本市が、本市の地域特性を踏
まえた、行政運営を行うにあたっての拠りどころとなる
条例を新たに定めることが必要となってきています。
また、本市が今後も三重県下最大の人口を有する中
核都市として発展を続けていくためには、新しい無駄
のない行政運営を行うこととともに、市民憲章の精神
を活かして市民にとって暮らしやすいまちづくり、住
み続けたいまちづくりを行っていくことが求められま
す。

本格的な地方分権の時代を迎えた今日、先人の英
知とたゆまぬ努力により発展してきたこのまちを、だ
れもが安心していつまでも住み続けたくなるまちとし
て次世代に引き継いでいくために、今まで以上に市
民及び市は、それぞれの役割と責任の下に、お互い
に協力して市民自治を行うことが求められています。

　地方分権時代を迎えた今こそ，市民主権という地方
自治の原点に立ち返り，平等に情報を持ち合い，市
政に参画することができる仕組みを設けることが必要
です。市民，市，市議会はともに力を合わせて明日
の善通寺を創造し，この仕組みを次世代に引き継い
でいくこととします。

私たちは、これからの地方分権時代における多様で
個性豊かな地域社会を形成していくために、主権者
である市民一人ひとりが主体となって、役割を分担
し、自らの責任を果たし、協力しなければなりません。
私たちは、お互いに個人として尊重されるとともに、
自らの意思と責任に基づいて主体的に行動すること
を自治の基本理念として定め、安全で安心して暮ら
せる社会の実現に向けて取り組んでまいります。

そのために、市民は、市民自治の担い手であることを
改めて自覚し、地域社会の課題の解決に向けて、自
ら考え、行動するとともに、市政運営に主体的にかか
わらなくてはなりません。
他方、市は、効果的かつ効率的な市政運営に努める
とともに、市民参画及び協働を推し進め、地方分権
の時代にふさわしい独自の政策を掲げ、推進しなけ
ればなりません。そして、市は、すべての市民が誇り
に思い、一人ひとりの人権が尊重される、真に自立し
た吹田市の実現を図らなければなりません。

この条例は，善通寺市における自治の基本的な原則
と，基幹的な制度を明らかにし，協働による自治を実
現し，育み，発展させていくためのものです。ここに，
すべての市民，市長，市議会議員，市の職員に遵守
されるべき最高規範として，善通寺市自治基本条例
を制定します。

ここに私たちは、地方自治の本旨に基づき、丸亀市
における自治の基本理念を共有し、自治の更なる進
展のために自治基本条例を制定します。

従って、これからの時代にふさわしい、四日市市市民
自治基本条例（理念条例）の制定により、市民主権の
市政の実現を宣言し、その実現に向けた行政運営の
あり方及び市民、市の執行機関及び市議会の役割
や協働のあり方を明らかにすることで、市民誰もが
様々な形で市政に参加し、市の執行機関や市議会と
ともにより良い四日市の「まちづくり」を担っていけるよ
うな仕組みを作り上げることで、豊かで人権が尊重さ
れる地域社会の実現を目指していくものです。

ここに、市民及び市は、市民福祉の向上のため、市
民自治の基本理念及び市民自治の運営原則を共有
し、市民自治の確立をめざして、この条例を制定しま
す。
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項目

条例名称

施行日

まちの歴史，
文化，環境や
自治の取組

上記を発展さ
せた新たな自
治のかたちや
まちのあるべ
き姿

その実現には
市民の主体性
や参加ととも
に自治の関係
者の協働が重
要であること

自治基本条例
を制定する意
義や決意

豊中市 伊賀市 名張市 多摩市

自治基本条例 自治基本条例 自治基本条例 自治基本条例

平成19年4月1日 平成16年12月24日 平成18年1月1日 平成16年8月1日

私たちは，今日に至るまで互いに協力し，話合いを
積み重ねながら，困難を乗り越え，夢をかたちにする
ために，地域に根ざし，さらには地域を越えて，教育
や福祉，環境をはじめ，様々な分野における自治の
充実を図ってきました。

伊賀地域は、四方を山々に囲まれた盆地で、古来か
ら伊賀の国として一つのまとまった圏域を形成してき
ました。隣接した地域に都が長年置かれていたことも
あり、様々な影響を受けながらも、伊賀の人々により
独自の文化や産業が築かれてきました。また、近年
では、日本の中央部に位置する地理的な関係や交
通機関の発達などから東西日本を結節融合する畿
央地域としての特徴も有しています。
これまでの伊賀の自治について見たとき、中世には
“惣（そう）”という村落の自治運営組織が存在し、そ
の連合体として“伊賀の国”が形成されていました。

③名張市は、万葉ゆかりの歴史と文化、赤目四十八
滝や香落渓など水と緑の自然環境に恵まれたまちで
す。これらの財産を守り育て、次代に引き継ぐととも
に、名張らしさを生かした個性的で持続可能なまちを
創造する取組を進めていかなければなりません。ま
た、市内は古いまち並みや農村集落、新しい市街地
が分散するなど、それぞれ特徴ある地域で構成され
ており、こうした各地域の特性を生かした個性ある地
域づくりを市民が主役となって行っていくことも大切で
す。

私たちが暮らす多摩市は、太陽の光あふれる、緑豊
かなまちです。
私たちは、ここに集い、あるいは生まれ育ち、学び働
き、暮らし、生涯を終え、それぞれの歴史を刻み、文
化を育んでいます。

　そして今，自ら課題に取り組む市民が，新たな公共
の担い手として，お互いに，また事業者や市と連携し
て取組を広げながら豊中の自治の力を高めようと努
めています。
　また，それぞれの自治体には，地方自治制度の大
きな改革の流れの中で，憲法の掲げる地方自治の本
旨の実現に向けて，独自の創意工夫により自己決
定，自己責任による自治を充実させていくことが求め
られています。

また、近年では、地方分権の流れや市町村合併を契
機として、自分たちの地域は自ら治めていこうという
“補完性の原則”の考え方や“住民自治”の実現が重
要視され、伊賀市にとって欠かせないものとなってい
ます。

①わたしたちのまちの自治は、主権者である市民が
自らの責任に基づいて決定し、主体的に行動するこ
とにより進めなければなりません。また、自治体として
の名張市には、市民の信託にこたえ、現在及び将来
の市民が安心して暮らすことのできる、豊かな地域社
会を市民と協働して実現していく責務があります。

私たちは、先人の英知とたゆまぬ努力によって発展
してきた大切なこのまちを、より暮らしやすくするととも
に、次の世代へ引き継ぐために、ともに力をあわせて
自ら築いていかなければなりません。

　私たちは，年齢や性別，国籍などの違いを問わず，
多様な個性を持った人々がお互いの人権を尊重しな
がら，平和に共存・共生する持続可能な地域社会を
築いていくために，一人ひとりが持てる力を十分に発
揮していきたいと考えます。

②このためには、自治の主体である市民、市議会及
び市の果たすべき役割や責務、市政運営の原則な
ど、自治体としての基本的な枠組みを明らかにすると
ともに、市政への市民参画や協働の仕組みを定めて
おくことが必要です。

そのためには、市民が、市民の手で、市民の責任で
主体的にまちづくりにかかわることが大切です。

こうした認識に立って，私たちは，自分の住むまちに
関心を持ち，まちの課題を自らの課題として受け止
め，情報を共有し，お互いを尊重しながら話合いを積
み重ね，よって，まちの課題に対して，より良い解決
方法を見つけ出し，責任を持って実行していくことを
旨として行動することを決意します。
　ここに私たちは，市民主体のまちづくりを進めること
により，市民自治を発展させ，次の世代に伝えていく
ため，この条例を制定します。

こうした背景のもと、伊賀市の自治における市民の権
利や責務を明らかにし、伊賀市の将来像である“ひと
が輝く　地域が輝く”自立したまちの実現を確実なも
のとするため、自治基本条例を制定します。

④わたしたちは、自己決定と自己責任のもと参画し、
協働することを基本に、英知と力を結集することで、
魅力的で誇りの持てる「自治のまち」を実現することを
めざし、ここに名張市自治基本条例を制定します。

このため、私たちは、一人ひとりの人権を尊重しつつ
責任を分かち合うとともに、誰もがまちづくりに参画す
ることによって、私たちのまちの自治を推進し、それ
ぞれの持つ個性や能力がまちづくりに発揮される地
域社会の実現をめざし、ここに多摩市自治基本条例
を制定します。
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項目

条例名称

施行日

まちの歴史，
文化，環境や
自治の取組

上記を発展さ
せた新たな自
治のかたちや
まちのあるべ
き姿

その実現には
市民の主体性
や参加ととも
に自治の関係
者の協働が重
要であること

自治基本条例
を制定する意
義や決意

上越市 石狩市 花巻市 ニセコ町

自治基本条例 自治基本条例 まちづくり基本条例 まちづくり基本条例

平成20年4月1日 平成20年4月1日 平成20年4月1日

平成１３年４月１日
平成１７年１２月１９日改正
平成１８年４月１日改正
平成１９年４月１日改正

上越地域は、日本海と頸城の山々や大地がもたらす
四季折々の恵みを受け、細やかな人の心と文化をは
ぐくみながら、多様な歴史を刻み、栄えてきました。
こうした中、少子化・高齢化の急速な進展や地方分
権時代の到来などは、私たちに最も身近な自治体
と、そこでの自治の在り方を今一度考えさせる契機と
なりました。私たちは、地方分権時代の幕開けを地域
が新たに飛躍する機会ととらえて、「豊かさ、安らぎ、
快適な生活を市民が支えあう自主自立のまちづくり」
という基本理念の下、平成１７年１月１日、新しい上越
市を出発させました。

石狩湾に沿って南北に伸びる私たちの石狩市は、海
と川と森に代表される厳しくも豊かな自然に恵まれ、
先人が営々と培ってきた歴史と文化を誇り、世界に開
かれた石狩湾新港を核とした活力がみなぎるまちで
す。

花巻は、早池峰の風かおる恵まれた緑と水に包まれ
た湯の温もりあふれるまちです。先人たちは、自然に
畏敬の念を持ち、その恵みに感謝し、自然と共生す
るとともに、歴史と文化を守り、郷土を愛する心を育ん
できました。また、「結い」とよばれる相互扶助の精神
によって人と人とのつながりを大切にしながら心豊か
な生活を営み、市民の精神的な支えである風土に育
まれ、文化を世界へ発信してきました。

ニセコ町は、先人の労苦の中で歴史を刻み、町を愛
する多くの人々の英知に支えられて今日を迎えてい
ます。

新しい上越市のまちづくりにおいて、私たちは、この
地域の人々が築き上げてきた歴史や文化、海・山・大
地の恵まれた自然などの多様な地域資源を大切に
し、「共生」の考え方により人と人、地域と地域が互い
に支えあいながら、自らの手でまちをつくり上げ、次
の世代に引き継いでいかなければなりません。

私たちは、この石狩市を地域の特色を生かしながら、
市民が自立していきいきと躍動し、平和で、安全に、
安心して活動できるまちとして、次の世代に引き継い
でいきたいと念願しています。

過去と未来の架け橋としての私たちは、花巻が５０年
後も１００年後も豊かなまちであり続けるために、子ど
もたちと一緒になって、こうした恵まれた自然環境や
歴史、風土や文化を守り育て、次の世代に引き継が
なければなりません。
私たちは、自然と共生しながら地域の産業を振興し、
市民が生き生きと暮らすことのできる活力に満ちたま
ちづくりに努め、力を合わせて明るいイーハトーブの
実現を目指します。

わたしたち町民は、この美しく厳しい自然と相互扶助
の中で培われた風土や人の心を守り、育て、「住むこ
とが誇りに思えるまち」をめざします。

そのためには、私たち一人ひとりが、人と郷土を愛す
る心をより一層はぐくんでいくとともに、まちづくりの主
体として、身近なところから市政運営に参画し、協働
によるまちづくりを進めていくことが何よりも必要となり
ます。

そのためには、まず、自治の主役である市民が、等し
くまちづくりの主体として尊重される中でそれぞれの
役割を認識し、積極的にまちづくりに取り組むととも
に、市民と市がまちづくりに関する情報を共有し、信
頼に裏打ちされた協働の関係を確立することが求め
られています。

そのためには、市民主体のまちづくりを進め、市民、
市議会及び市の執行機関の適切な役割分担のもと
に互いの信頼関係を醸成し、力を合わせて新たな自
治のまちを築いていくことが必要です。

まちづくりは、町民一人ひとりが自ら考え、行動するこ
とによる「自治」が基本です。わたしたち町民は「情報
共有」の実践により、この自治が実現できることを学
びました。

私たちは、今ここに、自治の主体としての権利と責務
を改めて認識し、自主自立のまちづくりに取り組むこ
とを決意して、自治の最高規範となるこの条例を制定
します。

まちづくりは、そこに暮らす人々がまちのあり方を選
択し、実践する中で、自主的かつ自律的に進められ
なければなりません。全国に先駆けて行政活動への
市民参加の実践を積み重ねてきた私たちは、これま
での取り組みを土台として、協働によるまちづくりをさ
らに確固たるものとするため、この条例を制定しま
す。

私たちは、まちづくりに関する基本的事項を共有し、
市民が自ら考え、決定し、行動する市民参画と協働
のまちづくりを進めることによって真に豊かな地域社
会を実現するため、ここにこの条例を定めます。

わたしたち町民は、ここにニセコ町のまちづくりの理
念を明らかにし、日々の暮らしの中でよろこびを実感
できるまちをつくるため、この条例を制定します。
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